
別紙７ 

窓ガラス清掃業務仕様書 

 窓ガラス清掃業務は、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。 

１ 実施場所 

(1) 久慈市山形町川井13-70-3  

久慈市屋内ゲートボール場 

 (2) 久慈市山形町川井13-70-2 

   久慈市山形Ｂ＆Ｇ海洋センター 

２ 実施箇所 

 (1) 久慈市屋内ゲートボール場 

   ゲートボール場内、その他委託者が指示する箇所 

 (2) 久慈市山形Ｂ＆Ｇ海洋センター 

   玄関、事務所、会議室、その他委託者が指示する箇所 

３ 業務内容 

 (1) 窓ガラスは、洗剤を用いて両面洗いし、スクイジーを用いて清掃するか、又はグラスターを塗布

し、乾燥後、乾布拭きを行うこと。 

 (2) 窓枠は、洗剤拭きを行い、清水拭き及び乾布拭きを行うこと。 

４ 実施回数 

 (1) 久慈市屋内ゲートボール場 

   ２年に１回（Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館床清掃と交互に隔年実施） 

 (2) 久慈市山形Ｂ＆Ｇ海洋センター 

   年１回 

５ その他 

  高所作業時には、危険防止を施し、事故のないようにすること。 


